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文教厚生委員会会議録 

平成２７年７月１０日（水） 

午前９時３０分 開会  

○沢田清委員長 

ただいまより、文教厚生委員会を開会いたします。 

協議題１「閉会中の調査事項について」を議題とします。 

前回の委員会で、閉会中の調査テーマを「半田特有の介護予防～新総合事業の取り組み

を見据えて～」に決定しました。本日は、半田市の現状について勉強をしたいと思います。

ではよろしくお願いいたします。 

○藤田千晴福祉部長 

今日は、担当の高齢介護課の課長と担当主査の方が説明のため同席させていただいてお

りますので、よろしくお願いします。 

【高齢介護課主査：資料に沿ってパワーポイントを利用して説明】 

○沢田清委員長 

ありがとうございました。 

今の説明をお聞きしまして、何か皆さまから質問がありましたらお願いします。 

○加藤美幸副委員長 

  ９枚目のスライドのところで、サービスの類型について、サービスの提供者がボランテ

ィア主体となっていますが、有償ではないのですか。 

○高齢介護課主査 

  こちらの方は、お金の支払い方、それから単価等については、今後の制度設計の中で決

定していきますが、例えばこのスライドですと、実施方法についてご覧いただくと、「補助

（助成）」と書いてあります。あくまで一例ですが、グループに年額や月額で委託をすると

いう形であったり、それから団体補助をするといった形で、資金が入るようにしたいと思

っております。これはサービスの内容やグループの特性、頻度等によって補助の形態は変

わると考えております。例えば、先ほどのお助け隊の件で申し上げると、月額もしくは年

額という補助の形態をとって、ニーズがどんどん増えて行って大変になってしまうという

ようであれば、一回当たりいくらという体系の方がよろしいかと思いますので、このあた

りは活動されている方達のご意見も聞きながら、この２年で作っていくところであります。 

○加藤美幸副委員長 

  住民主体による通所サービスにおいて、例えば、体操ですとか趣味の活動や、地域ふれ

あい会等は、女性がほとんど主体となっていると思います。その男女格差をどうするのか。

今役割分担のような形で、男性ですと、例えば、家具の固定といったサービスが行えたり、

防災のこともそうですが、先日のさわやかフェスティバルを見に行っても女性ばかり、食

改さんも女性ばかりで、女性に比重がかかってくるような気がしてならないのですが、そ

の点はいかがお考えですか。 

○藤田千晴福祉部長 

  確かにおっしゃるとおりで、最近の中日新聞には、デイサービスに男性の方にいかにき

ていただくかという記事がありまして、「行って良かった」と思ってもらえるものとして、

例えば個人的な運動機能を高めるようなものであったあり、囲碁、将棋、麻雀等このよう
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なものであれば男性にも参加しやすいという内容のものでありました。夢のみずうみ村の

ように、いろいろなメニューがあって、男性の方が参加しやすいような仕組みを作ってい

るところもありますので、「半田市特有」というところでは、どういうものに参加しやすい

のか、という部分についても行政としてどのように仕掛ていくのかということについても

考えなければいけないことの一つであります。 

○加藤美幸副委員長 

  老老介護になったときに、おばあさんの方にいつまでも比重がかかるみたいなことがあ

ると思います。是非、男性に早いうちから家事や体操等に取り組んでもらえるようにした

ほうがいいのではないかと個人的に思いますが、いかがでしょうか。 

○藤田千晴福祉部長 

  委員の個人的見解だけではなく、男性が長生きするためには自分の食事は自分で作れる

ようになることが一番だということが、統計上出ております。また、ご主人が亡くなると

女性は一時は落ち込みますが、１年、２年経つと元気になって、５年、１０年と長生きさ

れる。逆に、奥様が亡くなりご主人がお一人になると早く亡くなる、と統計上で出ており

ます。ですので、せめて自分のご飯とみそ汁くらいは作れるようにというのは、いろいろ

な所でお話をしていく分野かなと思っております。６０歳になってからでなくても、男女

共同参画の観点からも伝えていく必要性はあると思っております。 

○沢田清委員長 

  少し話が逸れましたけれども、閉会中の調査テーマに関する勉強ということで、４千人

という要介護認定者が半田市にはいて、それ以上増やさないようにするためにはどうした

らいいのかということ。それと、要介護者を普通と言っては御幣がありますが、そのよう

な状態に戻すためにはどうしたらいいのかということ。それに、平成２９年４月に新しい

総合事業が入ってきてサービスの内容が変わるというところをどのように勉強していくか

というところはご理解いただけたでしょうか。 

○藤田千晴福祉部長 

  介護予防というと、漠然としており、今委員長がおっしゃられたとおり、どこの対象に

絞って、その人たちをどうするのかというところ。特に、「新しい総合事業を見据えて」と

いうところを捉えておりますので、必要な方は最低限の介護保険サービスを利用していた

だければ結構ですが、その辺りの対象者の人たちが、自分のことは自分でやり、地域で生

活ができるような仕組みづくりをどのようにしていくかがポイントであるというところが

今日の重要なところであると思っております。 

○沢田清委員長 

  そこに「半田特有」というのをどのように入れ行くのかは、先ほどご説明があったとお

り各公民館等でいろいろな事業をやっている中で、当局の方が、地域性についてはよく把

握されているかと思いますので、「この地域はこういう特性がある」「あの地域はああいう

特性がある」というところを踏まえて提言に挙げていけられたらいいなというところです

ので、何かご質問あればお願いします。  

○澤田勝委員 

  平成２９年から新しい総合事業については、今までのサービスに加えてということで、

今の説明で大変よく分かりました。今、福祉部長がおっしゃられたように対象者のポイン
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トもなんとなく見えてきましたが、委員長がおっしゃったように、半田市内でも地域ごと

にそれぞれの特徴があり、地域によってはお助け隊等々が既に始まっているところもあり

ますが、地域性に限らず、半田市として課題と捉えているところがあれば教えてください。 

○小野田靖高齢介護課長 

  介護の部分に限らず、地域活動の特徴という部分でお話をさせていただきますと、副委

員長からもご指摘があったとおり、男性が中心になる活動と女性が中心になる活動が分か

れております。半田のまちの全体的な特徴としては、かつては同年会活動がコミュニティ

の一部の力として、いろいろな行事が行われており、その活動に携わった人がやがて役員

になっていったりとしたという点が挙げられます。ただ、現段階でいくとそういった同年

者活動というコミュニティも若干崩れかかっており、そういった組織は横の繋がりができ

ない、あるいは年代間の繋がりができないという地区が一部に見えてきております。そう

いったことが、いろいろな地区活動において穴ができる、そういった地区もでてきていま

す。一方で、先ほど言われたような女性の活動が昔よりも盛んになってきているので、婦

人会ですとかそういったコミュニティの形は少し形態を変えてきてはおりますが、若い方

がより参加している状況があります。地域性と言いますと、やはり半田のまちというのは

農業、商業、工業の産業色が地域によって異なっておりますので、そういった部分での地

域性、昔の言い方で言うと勤労奉仕のような活動が盛んな地区と、若干そういった活動が

行いづらい地区、それから一部に区画整理等によって入り人がたくさん入った地区という

のはコミュニティの形成が難しいものですから、そういった部分で私どもとしては、半田

というまちは他の自治体と比べると概ね横の繋がりだとは思っておりますが、そういった

意味で元々の産業構造によるコミュニティの特性の違いがあると考えております。 

○澤田勝委員 

  何が一番聞きたいかというと、落としどころをどこに持っていくかというとことで、半

田市として課題をどのように捉えているかということをお聞きしたかったのですが、確か

に農協にあった女性部みたいなところから法人的にも活発な活動をしている中で、時代と

共に変わってきているとは思いますが、要するに、ほかっておいても活発に活動されてい

く人と、そうではない方とが両極端になっていく中で、価格設定等も今後決めていく中で

こういったところが非常に大事であると思っています。ただ、委員会として何を提言して

いくのか自分の中ではもやっとしていて、半田市としてこういう課題があるんだというこ

とを情報共有していただければと思いました。ただこれから国の方が定めていくことが多

い中で、何を提言していくのか見えないので不安があります。 

○小野田靖高齢介護課長 

  実はそういったところで言うと先ほど担当の方からも説明させていただいたとおり、老

人クラブの自主活動等を見ても、やはり地域によって盛んなジャンルが少し異なっている

という様に感じます。なので、どこかの地域でこれを軸に皆さんが出てきて介護予防に一

生懸命取り組んだよ、というものが必ずしも他の地域でいけるのかというと、それは違う

というように考えております。ですので、委員さんそれぞれの地区で深く活動されている

方ばかりですので、それぞれの地区に合った特性についての議論については、私どもより

も、造詣が深い部分があろうかと思います。そういった部分でお知恵を頂ければと思いま

す。 
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○加藤美幸副委員長 

  今、お知恵を、ということで謙虚に言っていただいたのですが、やはり中学校区なり小

学校区なり、子どもを巻き込むような体制、包括ケアというものの中に、子育てというも

のも是非入れて欲しいと思いますので、半田らしい、と言ったら、子どもを巻き込んだ地

域包括ケアシステムとした方がいいと思います。 

○沢田清委員長 

  今までの介護予防は筋トレが中心だった部分が変わってきたというところをまず頭に入

れて、変わってきた部分について今までのサービスも残りながら、新しいサービスもでき

たよと。今までのサービスが良い地域もあるだろう、ということが今高齢介護課長が言わ

れたところです。それで、新しいサービスも枠が増えたからお金のかからないように半田

らしいものを取り入れるにはどうしたらいいのか、ということを挙げていければ良いと思

いますがどうでしょうか。 

○小野田靖高齢介護課長 

  委員長のおっしゃられるとおり、そういった部分で地域によって特徴が違いますので、

その特徴を踏まえて、様々なメニューのアイデアが出せていければと思います。 

○山内悟委員 

  今回の閉会中の調査事項で、そこまで言い切っていいのか迷う末に、「半田特有の」とい

う言葉を入れたわけですが、当局側から見て半田特有の介護予防、これ先ほどの説明にお

いてもお助け隊のことやふれあい会のこと等いろいろありましたけれども、こういうとこ

ろを伸ばせば、包括ケア、つまり住民が支えるということになるのかというのがあれば教

えてください。 

○高齢介護課主査 

  これは皆さんご承知おきの事かと思いますが、半田市というのは市民活動が盛んなまち

と言われておりまして、私も元々市民協働課の市民活動担当で業務していた時でも、それ

はすごく実感しております。今日も、お話のポイントにありましたが、６期計画の基本施

策の生活支援の部分を充実させるということが一つ。これは、先ほどからお話をしている

新しい総合事業、イコール、ボランティアさんの力をフルに発揮していただく中で、この

生活支援を充実させる。これは、介護予防にも繋がります。ここにも実は書いているので

すが、社会参加による介護予防の推進、これが委員長がおっしゃった筋トレから変わって

きて、今は社会参加によって、やりがい、いきがいづくりをして、それが介護予防に繋が

っていくと、ここの部分をどれだけ厚く出来るのかということだと思います。先ほど山内

委員がおっしゃったことにお答えになるか分からないですが、半田市はやはり市民活動が

盛んなまちですので、これをより活性化していきながら、社会の中になくてはならない存

在、ボランティアが支えるような地域というようなものを目指していければと思っていま

す。他の市町村ももちろん新しい総合事業はボランティア主体でということは言っている

ので、そういう意味では同じですが、そこが言わば、他の市町村には負けない。半田市は

そういうところが充実したところなんだという形になればいいなと思っております。 

○山内悟委員 

  よく分かります。先ほどの説明でも、なるほどと思うところがたくさん発見させてもら

いました。もう一つ、半田市の特徴として住民活動が活発だということと同時に、ＮＰＯ
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法人も活発なんですよね。先ほども出てたように、本当にボランティア、ボランティアな

のか、有償ボランティアなのかという違いでいうと、ＮＰＯ法人の活動と自治区の活動や

コミュニティの活動での線引きについてはどのように考えていますか。 

○高齢介護課主査 

  今日の資料の９枚目のスライドをご覧ください。今日は、高齢者自身の介護予防という

観点でご説明をしたので、実はぼやかして説明をしてしまいました。③の訪問型サービス

Ｂを中心にご説明しましたが、Ａというのもございまして、サービス提供者は主に雇用労

働者、分かりやすく言うと企業、法人と読んでいただくといいのかなと思います。ＮＰＯ

法人というのは法人でもあり、どちらかというとボランタリーな色が強い法人ではありま

すので、Ｂになるケースをあるかもしれませんが、ＮＰＯ法人の支えあいサービスと言っ

ていますが、半田市内に介護保険の事業を手掛けるＮＰＯ法人はいくつかあります。そう

いった法人が介護保険制度上で、提供するサービス以外に、今委員がおっしゃったような

まさにＮＰＯのボランタリーな部分で提供するサービスとして、介護保険外の自主事業と

してやっていただく支えあいサービスを各ＮＰＯ法人がやっていただいたりしています。

こういったものは、訪問型サービスＡというものに位置づけられるものになるだろうと想

定しております。 

○沢田清委員長 

  ＡとＢの違いを視察で見てこれるといいなと思いました。 

○高齢介護課主査 

  Ａ、Ｂ、Ｃの違いについて、担当で想定しているレベルでもう少し詳しく説明します。

訪問の方は、社会資源と言っていいのか分かりませんが、まだ担い手が少ないのかなと思

いますが、サービス種別の①訪問介護とありますが、これが現行の介護予防サービスです。

②訪問Ａとして、今考えているのは、先ほどもお話したＮＰＯ法人等が提供している支え

あいサービスと言っている、介護保険外の部分でのサービスですとか、民間においても生

活援助を担えるよう企業がいましたら、そういう企業がここに参入するのもありかなと担

当レベルでそういった意見もあります。例えば、人材派遣の企業が、人材を派遣して、ご

みだし程度のことであればできると思っています。通所も同じですけれども、楽々体操教

室というものがありまして、柔道整復師さんとか接骨院さんとかに委託に出して実施して

いるものがあります。こういったものは、④通所型のＣとなって、直接実施／委託とある

ように基本的にはサービスの提供者は行政の保健医療の専門職となっていますが、これを

今説明したとおり委託という形で行うこともできます。 

○藤田千晴福祉部長 

  今、課長、担当が説明したとおり半田は本当にふれあい会も介護保険が始まった翌年の

平成１３年から始まり、確か当初は３、４か所だったのが、今は１６か所になっているで

すとか、ふれあい会も地域で集まる場所をということで、今４か所というところで、あと

はＮＰＯ法人ですとかといったところで、市民力は高いです。地域福祉計画を推進するた

めに、地域等での井戸端会議等々で議論をする中で、できることをということでお助け隊

も今度住吉が発足すれば４か所になります。それをどう盛り上げていくかということだと

思います。一番大きな課題は、老人クラブの形態が変わってきており、やはり支える側が

人口は増えていてもそこに関わる人が増えていない、増えにくいというところが大きいの



6 

かなと思っています。いかに、支える側に回ってもらう人、みんなで支えるんだよという

ところを今一度、しっかり地域の中で認識してもらえるように仕掛けていくことが必要だ

と思っておりますので、今回制度が変わるということで、自分の親だとなかなか難しいけ

れども、他の人のことならできるよねとか、そういうようなことも踏まえて、できること

はみんなでやりましょう、そして、加藤副委員長がおっしゃられたように、子どもも巻き

込んだ事も必要だと思います。実を言うと、昨日、介護保険の運協があって、ふれあい会

の中の一か所、葵保育園と繋がっていてそこの園長が異動して、異動先の保育園でもそう

いうことが出来たらというようなことを言ってるよ、ということを教えてもらいました。

なので、そういった繋がりといったことをやっていけば自然と子どもと高齢者が繋がって

いくだろうと思います。今でも当然保育園でも老人会の繋がってやってはいますけれども、

そういった意味でもこちらからそういったところに声掛けをしていくことで、より広がっ

ていくと思っています。まずは、制度が変わるというところを住民の方にしっかりとＰＲ

して、みんなで支えていくためには自分たちが何ができるかというところ、自助、共助の

ところを理解してもらって、行動しやすいような地域にしていくことかな、と思っていま

すので、それが先ほどから課長等々が説明している地域によって入りやすいというか、「じ

ゃあ、やってみようかな」と様に思ってもらえるような体制、仕組みを作っていけたらと

思っています。どこかのモデルを参考にできるところは参考にできると思いますが、どこ

の地域でもそれが生かされるかと言ったらその難しさはあるので、「半田らしい」というと

ころがどこまで言えるのか、私も実は正直な所、悩ましいところではありますが、大きく

言えば、先ほど担当が申し上げている通り、市民力が強い、いうところだと思います。な

ので、いろいろな地域でこういったことをやっていますよ、「じゃあ、うちでも」というよ

うな雰囲気で、お助け隊の方は広がっています。最終的には、シルバーカーを押して集ま

れる場所ですとか、みんなで声を掛け合えられるといった包括ケアの仕組みが、２０２５

年問題までに出来上がるように、そして、その前の総合事業がの仕組みがうまく働くよう

にというところが最終目標かなと考えております。あまりにも先のことを考えすぎかもし

れませんが、まずは支える人も視野に入れていただけたらと思っております。 

○山内悟委員 

  スライドの１６枚目のような仕組みができれば、要支援の人たちがボランティアでの訪

問介護を受けやすいような状態もできる思います。私は、通所の方は成功すると思います

が、訪問介護の方は赤の他人の知らない人、しかも事業者でない人が入ってきて頼めるの

かなという心配があります。そこには、図のような関係ができて信頼関係ができれば、「私

がお食事くらいお手伝いしましょうか」といった話になるいかもしれません。そうすると

先ほどの説明のように、今までの介護保険ではできなかったことまでできる、例えば介護

保険にかかっていなかったおじいちゃんの食事までつくることができる。それは、なるほ

どなと思っていたのですけれども、そこまで行くのに、いきなり一般の方がボランティア

で他人の家に入っていけるんだろうかというのが不安だったのだけれども、あの図のよう

に成功して信頼関係ができれば、できるかなあと思っています。ただ暫定的には、ＮＰＯ

法人等が入っていけば、訪問介護も可能かなと、今思いました。実際にどこかやっている

ところはあるんですか。ホームヘルパーの資格がなくても、訪問事業をやっているところ

はあるのか。 
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○高齢介護課主査 

  半田市から社会福祉協議会に委託に出している事業で家庭訪問員制度というものがあり

ます。お一人暮らし等でお家に引きこもりがちな方のお宅に、家庭訪問員を派遣する事業

で、お話し相手になったりしています。こういった方たちは、一番最初のマッチングのと

ころでは社協はもちろん入りますが、その後は、訪問員さんが直接お宅にお邪魔して会話

をするといったことでやっております。いろいろ課題も当然出るとは思いますが、全部が

解決できないわけではない、大丈夫だと思っております。 

○小栗佳仁委員 

  半田市ではふれあい事業をいろいろ行っていたり、ＮＰＯ法人も盛んで、先進的である

と言われていて、分母が高齢者の人数とするならば、要支援者とか要介護者とかそういっ

た比率が減ってきているのかどうかという、現状について把握していれば教えてください。 

○小野田靖高齢介護課長 

  高齢者保健福祉計画それから介護保険の事業計画については人口の推移だとかトレンド

も含めて、３年に１度見直しをしていくものですが、第５期の計画においてこのまま伸び

ていくだろうと想定した数値よりは、そこまで皆さんが介護保険を利用されなかったとい

うことがありまして、今回若干ですが介護保険料の引き下げに繋がったのですが、介護予

防を受けた人がどれだけという正確な数字は掴みきれてはいませんが、このような活動が

盛んになることによって、介護保険料の削減にも繋がったのではないかという様に捉えて

おります。 

○小栗佳仁委員 

  傾向さえ捉えられれば、やっていることが間違いでないということが分かってくるんで

すね。もう一つ気になるのは、愛知県は健康寿命が長いですが、長野県、静岡県も長いん

ですが、そういったところの中で、健康寿命と要介護者、要支援者の人数に相関関係があ

るのかどうかという分析できますでしょうか。 

○藤田千晴福祉部長 

  いろいろなところの認定率等は出ていますので、どこまでできるのかは分からないです

けれども、やろうと思えば可能だと思います。愛知県の健康寿命がなぜ長いのかというと

ころで、テレビで流れていたんですが、何が一番良かったかというと、モーニングです。

着飾っていく、出かける場所がある、みんなとお話をするという、愛知県のモーニングが

全国的にも多いというところで、それが健康寿命に繋がっているという形でまとめられて

いました。なるほどなというところで、やはり出かける場所が必要だと思っています。も

う一点、今回の視察で行けたらなという埼玉県の和光市の「高齢者が介護保険を卒業でき

るわけ」という本がありまして、この中で、介護度４と認定された人が介護度を卒業した

という事例がでています。最終的に介護サービスが使えなくなるのではという不安に対し

て、「介護後がなくてもこのサービスは使えますよ、こういう支援がありますよ」といった

ところが一番大きいと書いてありました。今回の要支援のところは、そこも狙いがあるの

かなというように思っております。そこも踏まえて考えていけたらと思っております。 

○榊原伸行委員 

  行政サイドから見た我々の閉会中の調査テーマの課題も縷々出されたし、我々委員も説

明を聞く中で、いろいろ課題を出されたと思いますので、一度、今回の課題をまとめ上げ
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て、狭めていけばいいのではと思います。今日だけでは、課題として出し切れないものも

あるでしょうから、次の委員会までに皆さんに宿題として出しておくという形で、委員長

どうでしょうか。 

○沢田清委員長 

  宿題として提出をしていただくいただかないかはまた後で判断しますけれども、委員の

皆様におかれましては、次の委員会までに自分なりに課題をもう一度把握して、次の委員

会で持ち寄るというようなことでよろしいでしょうか。 

 【「はい」との声あり】 

  しばらく休憩します。 

午前１１時０５分  休 憩 

午前１１時１２分  再 開 

○沢田清委員長 

 再開します。他に質問はよろしいでしょうか。 

【「なし」との声あり】 

次に、協議題の２、その他を議題とします。市内視察の日程についてですけれども、７月

２８日（火）に実施することで決定しております。視察先について、正副委員長と当局にお

いて調整させていただきました。本日皆様のお手元にお配りさせていただきましたが、午前

中にりんりんと岩滑ふれあいセンターを視察、その後、成岩のこもれびで昼食、午後は雁宿

ホールの福祉センター、亀崎地域総合福祉センターの視察という行程となっております。閉

会中の調査テーマを見据えた視察先となっておりますが、この視察行程でよろしいでしょう

か。 

【「異議なし」との声あり】 

ありがとうございます。なお、昼食については一人１，０００円の実費となりますので、

よろしくお願いします。 

しばらく休憩します。 

午前１１時１３分  休 憩 

（休憩中に当局退席） 

午前１１時１４分  再 開 

○沢田清委員長 

 再開します。事業評価につきましては、前回の委員会において分科会を開催して実施して

いくことに決定しました。今年度、評価方法を改めたいということで、７月１４日の全員協

議会後の議員総会において、説明があります。この場におきましては、事業選定の日程及び、

事業評価実施の日程について調整させていただきます。 

 しばらく休憩します。 

午前１１時１４分  休 憩 

午前１１時１９分  再 開 

○沢田清委員長 

 再開します。事業評価ににつきましては、８月１９日（水）午後１時３０分から事業選定、

１０月２日（金）午後１時３０分、６日（火）午前９時３０分、８日（木）午前９時３０分

から事業評価を行う分科会を実施しますので、よろしくお願いします。 
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 つづいて、決算審査についての資料請求についてですが、委員の皆様から追加の資料請求

はありませんでしたので、初委員会でお示しした項目についてのみ資料請求を行うこととさ

せていただきますがよろしいですか。 

【「異議なし」との声あり】 

 それでは、全体の部分で他に何かありましたらお願いいたします。 

 【「なし」との声あり】 

 ないようですので、これをもちまして文教厚生委員会を終わります。 

午前１１時２１分  閉 会 


